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厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
款
～
第
三
款

（
略
）

第
一
款
～
第
三
款

（
略
）

第
四
款

医
薬
・
生
活
衛
生
局
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
九
条
の
二
）

第
四
款

医
薬
食
品
局
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
九
条
）

第
五
款
～
第
九
款

（
略
）

第
五
款
～
第
九
款

（
略
）

第
十
款

老
健
局
（
第
六
十
六
条
）

第
十
款

老
健
局
（
第
六
十
六
条
・
第
六
十
六
条
の
二
）

第
十
一
款
～
第
十
三
款

（
略
）

第
十
一
款
～
第
十
三
款

（
略
）

第
二
節
・
第
三
節

（
略
）

第
二
節
・
第
三
節

（
略
）

第
二
章
～
第
四
章

（
略
）

第
二
章
～
第
四
章

（
略
）

（
医
療
機
器
政
策
室
及
び
首
席
流
通
指
導
官
）

（
医
療
機
器
政
策
室
及
び
首
席
流
通
指
導
官
）

第
十
六
条

経
済
課
に
、
医
療
機
器
政
策
室
及
び
首
席
流
通
指
導
官
一
人
を
置
く
。

第
十
六
条

経
済
課
に
、
医
療
機
器
政
策
室
及
び
首
席
流
通
指
導
官
一
人
を
置
く
。

２

（
略
）

２

（
略
）

一

医
療
機
器
そ
の
他
衛
生
用
品
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び

一

医
療
機
器
そ
の
他
衛
生
用
品
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び

調
整
に
関
す
る
こ
と
（
医
薬
・
生
活
衛
生
局
及
び
研
究
開
発
振
興
課
の
所
掌
に

調
整
に
関
す
る
こ
と
（
医
薬
食
品
局
及
び
研
究
開
発
振
興
課
の
所
掌
に
属
す
る

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

も
の
を
除
く
。
）
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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（
治
験
推
進
室
）

（
治
験
推
進
室
）

第
十
七
条

研
究
開
発
振
興
課
に
、
治
験
推
進
室
を
置
く
。

第
十
七
条

研
究
開
発
振
興
課
に
、
治
験
推
進
室
を
置
く
。

２

治
験
推
進
室
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

２

治
験
推
進
室
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医

保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医

療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
治
験
の
推
進
に
関
す

療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
治
験
の
推
進
に
関
す

る
事
務
（
医
薬
・
生
活
衛
生
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど

る
事
務
（
医
薬
食
品
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
指
導
調
査
室
）

（
指
導
調
査
室
）

第
十
九
条

総
務
課
に
、
指
導
調
査
室
を
置
く
。

第
十
九
条

総
務
課
に
、
指
導
調
査
室
を
置
く
。

２

指
導
調
査
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

指
導
調
査
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

保
健
医
療
に
関
す
る
補
助
事
業
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

一

保
健
医
療
に
関
す
る
補
助
事
業
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
、
難
病
の
患
者
に

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
及
び
難
病
の
患
者

対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
及
び
児
童

に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
を
施
行

福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療

す
る
た
め
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
が
行
う
事
務
並
び
に
原
子
爆
弾
被
爆

費
の
支
給
に
関
す
る
規
定
を
施
行
す
る
た
め
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
が

者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
を
施
行

行
う
事
務
並
び
に
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

す
る
た
め
都
道
府
県
知
事
並
び
に
広
島
市
及
び
長
崎
市
の
長
が
行
う
事
務
に
つ

年
法
律
第
百
十
七
号
）
を
施
行
す
る
た
め
都
道
府
県
知
事
並
び
に
広
島
市
及
び

い
て
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

長
崎
市
の
長
が
行
う
事
務
に
つ
い
て
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
予
防
接
種
室
及
び
保
健
指
導
官
）

（
保
健
指
導
官
）
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第
二
十
条

健
康
課
に
、
予
防
接
種
室
及
び
保
健
指
導
官
一
人
を
置
く
。

第
十
九
条
の
二

が
ん
対
策
・
健
康
増
進
課
に
、
保
健
指
導
官
一
人
を
置
く
。

２

予
防
接
種
室
は
、
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

予
防
接
種
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

（
略
）

２

（
略
）

（
肝
炎
対
策
推
進
室
）

（
移
植
医
療
対
策
推
進
室
及
び
肝
炎
対
策
推
進
室
）

第
二
十
一
条

が
ん
・
疾
病
対
策
課
に
、
肝
炎
対
策
推
進
室
を
置
く
。

第
二
十
条

疾
病
対
策
課
に
、
移
植
医
療
対
策
推
進
室
及
び
肝
炎
対
策
推
進
室
を
置

く
。

（
削
る
）

２

移
植
医
療
対
策
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
こ
と
。

二

造
血
幹
細
胞
移
植
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
疾
病
の
治
療
に
関
す
る
事
務
（
他
局
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
移
植
医
療
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

３

移
植
医
療
対
策
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

２

肝
炎
対
策
推
進
室
は
、
肝
炎
の
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
事
務
（
他
局
並
び
に

４

肝
炎
対
策
推
進
室
は
、
肝
炎
の
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
事
務
（
他
局
、
が
ん

結
核
感
染
症
課
及
び
難
病
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ

対
策
・
健
康
増
進
課
及
び
移
植
医
療
対
策
推
進
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

ど
る
。

。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

５

（
略
）

３

（
略
）

（
感
染
症
情
報
管
理
官
）

（
予
防
接
種
室
及
び
感
染
症
情
報
管
理
官
）

第
二
十
二
条

結
核
感
染
症
課
に
、
感
染
症
情
報
管
理
官
一
人
を
置
く
。

第
二
十
一
条

結
核
感
染
症
課
に
、
予
防
接
種
室
及
び
感
染
症
情
報
管
理
官
一
人
を

置
く
。

（
削
る
）

２

予
防
接
種
室
は
、
予
防
接
種
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
関
す
る
対
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
（
他
局
及
び



- 4 -

他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
削
る
）

３

予
防
接
種
室
に
、
室
長
を
置
く
。

２

（
略
）

４

（
略
）

（
移
植
医
療
対
策
推
進
室
）

第
二
十
三
条

難
病
対
策
課
に
、
移
植
医
療
対
策
推
進
室
を
置
く
。

（
新
設
）

２

移
植
医
療
対
策
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
こ
と
。

二

造
血
幹
細
胞
移
植
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
疾
病
の
治
療
に
関
す
る
事
務
（
他
局
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
移
植
医
療
に
関
す
る
こ
と
。

３

移
植
医
療
対
策
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
生
活
衛
生
対
策
企
画
官
）

（
削
る
）

第
二
十
二
条

生
活
衛
生
課
に
、
生
活
衛
生
対
策
企
画
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の

職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

２

生
活
衛
生
対
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要

事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

一

建
築
物
衛
生
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と

（
医
薬
食
品
局
並
び
に
結
核
感
染
症
課
及
び
水
道
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

（
水
道
計
画
指
導
室
及
び
水
道
水
質
管
理
官
）

（
削
る
）

第
二
十
三
条

水
道
課
に
、
水
道
計
画
指
導
室
及
び
水
道
水
質
管
理
官
一
人
を
置
く
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。
２

水
道
計
画
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

水
道
用
水
の
供
給
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

水
道
の
広
域
的
な
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三

水
道
事
業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

３

水
道
計
画
指
導
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

水
道
水
質
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
道
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
水
道
水

に
係
る
水
質
基
準
そ
の
他
の
水
質
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
を
行
う
。

第
四
款

医
薬
・
生
活
衛
生
局

第
四
款

医
薬
食
品
局

（
削
る
）

第
二
十
八
条

削
除

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
生
活
衛
生
対
策
企
画
官
）

第
二
十
九
条

生
活
衛
生
課
に
、
生
活
衛
生
対
策
企
画
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の

（
新
設
）

職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

２

生
活
衛
生
対
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要

事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

一

建
築
物
衛
生
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と

（
健
康
局
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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（
水
道
計
画
指
導
室
及
び
水
道
水
質
管
理
官
）

第
二
十
九
条
の
二

水
道
課
に
、
水
道
計
画
指
導
室
及
び
水
道
水
質
管
理
官
一
人
を

（
新
設
）

置
く
。

２

水
道
計
画
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

水
道
用
水
の
供
給
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

水
道
の
広
域
的
な
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三

水
道
事
業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

３

水
道
計
画
指
導
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

水
道
水
質
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
道
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
水
道
水

に
係
る
水
質
基
準
そ
の
他
の
水
質
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
を
行
う
。

（
訓
練
企
画
室
並
び
に
就
労
支
援
訓
練
企
画
官
、
職
業
能
力
開
発
指
導
官
及
び
主

（
就
労
支
援
訓
練
企
画
官
並
び
に
職
業
能
力
開
発
指
導
官
及
び
主
任
職
業
能
力
開

任
職
業
能
力
開
発
指
導
官
）

発
指
導
官
）

第
四
十
九
条

能
力
開
発
課
に
、
訓
練
企
画
室
並
び
に
就
労
支
援
訓
練
企
画
官
一
人

第
四
十
九
条

能
力
開
発
課
に
、
就
労
支
援
訓
練
企
画
官
一
人
並
び
に
職
業
能
力
開

、
職
業
能
力
開
発
指
導
官
二
人
及
び
主
任
職
業
能
力
開
発
指
導
官
一
人
を
置
く
。

発
指
導
官
二
人
及
び
主
任
職
業
能
力
開
発
指
導
官
一
人
を
置
く
。

２

訓
練
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
障
害
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
に
係
る
も

（
新
設
）

の
及
び
就
労
支
援
訓
練
企
画
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど

る
。

一

公
共
職
業
訓
練
及
び
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支

援
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
に
係
る
計
画
に

関
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
計
画
に
関
す
る
訓
練
の
実
施
及
び
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者

と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
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３

訓
練
企
画
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
新
設
）

４
～
６

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
企
業
内
人
材
育
成
支
援
室
及
び
職
業
能
力
形
成
シ
ス
テ
ム
企
画
官
）

（
実
習
併
用
職
業
訓
練
推
進
室
及
び
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
室
並
び
に
職
業
能
力
形

成
シ
ス
テ
ム
企
画
官
）

第
五
十
条

キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
課
に
、
企
業
内
人
材
育
成
支
援
室
及
び
職
業
能
力

第
五
十
条

育
成
支
援
課
に
、
実
習
併
用
職
業
訓
練
推
進
室
及
び
キ
ャ
リ
ア
形
成
支

形
成
シ
ス
テ
ム
企
画
官
一
人
を
置
く
。

援
室
並
び
に
職
業
能
力
形
成
シ
ス
テ
ム
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２

企
業
内
人
材
育
成
支
援
室
は
、
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
職
業
能
力
の

２

実
習
併
用
職
業
訓
練
推
進
室
は
、
実
習
併
用
職
業
訓
練
及
び
事
業
主
そ
の
他
の

開
発
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
事
務
（
能
力
開
発
課
及
び
能
力
評
価
課
の
所
掌

関
係
者
に
よ
る
実
習
と
教
育
訓
練
機
関
に
よ
る
教
育
訓
練
等
と
を
組
み
合
わ
せ
た

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

訓
練
に
関
す
る
事
務
（
能
力
開
発
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

３

企
業
内
人
材
育
成
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

３

実
習
併
用
職
業
訓
練
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
削
る
）

４

キ
ャ
リ
ア
形
成
援
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
の
自
発
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
（
能
力
開

発
課
及
び
能
力
評
価
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

若
年
者
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
啓
発
に
関
す
る
こ
と
（
前

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

勤
労
青
少
年
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
（
職
業
安
定
局
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
削
る
）

５

キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

（
略
）

６

（
略
）

（
職
業
能
力
検
定
官
及
び
主
任
職
業
能
力
検
定
官
）

（
調
査
官
並
び
に
技
能
検
定
官
及
び
主
任
技
能
検
定
官
）

第
五
十
一
条

能
力
評
価
課
に
、
職
業
能
力
検
定
官
六
人
及
び
主
任
職
業
能
力
検
定

第
五
十
一
条

能
力
評
価
課
に
、
調
査
官
一
人
並
び
に
技
能
検
定
官
五
人
及
び
主
任

官
一
人
を
置
く
。

技
能
検
定
官
一
人
を
置
く
。
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（
削
る
）

２

調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
職
業
能
力
の
評
価
に
関
す
る
特
定
事
項
の
調

査
、
企
画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

２

職
業
能
力
検
定
官
は
、
命
を
受
け
て
、
職
業
能
力
検
定
に
つ
い
て
の
専
門
的
及

３

技
能
検
定
官
は
、
命
を
受
け
て
、
技
能
検
定
に
つ
い
て
の
専
門
的
及
び
技
術
的

び
技
術
的
な
事
項
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

な
事
項
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

３

主
任
職
業
能
力
検
定
官
は
、
命
を
受
け
て
、
前
項
の
事
務
を
行
い
、
及
び
職
業

４

主
任
技
能
検
定
官
は
、
命
を
受
け
て
、
前
項
の
事
務
を
行
い
、
及
び
技
能
検
定

能
力
検
定
官
の
行
う
事
務
の
調
整
に
当
た
る
。

官
の
行
う
事
務
の
調
整
に
当
た
る
。

（
海
外
協
力
室
）

（
外
国
人
研
修
推
進
室
）

第
五
十
二
条

海
外
協
力
課
に
、
海
外
協
力
室
を
置
く
。

第
五
十
二
条

海
外
協
力
課
に
、
外
国
人
研
修
推
進
室
を
置
く
。

２

海
外
協
力
室
は
、
職
業
能
力
開
発
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る

２

外
国
人
研
修
推
進
室
は
、
外
国
人
に
係
る
研
修
及
び
技
能
実
習
に
関
す
る
職
業

事
務
（
外
国
人
に
係
る
研
修
及
び
技
能
実
習
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か

能
力
開
発
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

さ
ど
る
。

３

海
外
協
力
室
に
、
室
長
を
置
く
。

３

外
国
人
研
修
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
少
子
化
総
合
対
策
室
並
び
に
調
査
官
及
び
児
童
福
祉
調
査
官
）

（
少
子
化
対
策
企
画
室
並
び
に
調
査
官
及
び
児
童
福
祉
調
査
官
）

第
五
十
三
条

総
務
課
に
、
少
子
化
総
合
対
策
室
並
び
に
調
査
官
及
び
児
童
福
祉
調

第
五
十
三
条

総
務
課
に
、
少
子
化
対
策
企
画
室
並
び
に
調
査
官
及
び
児
童
福
祉
調

査
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

査
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２

少
子
化
総
合
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

少
子
化
対
策
企
画
室
は
、
少
子
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

少
子
化
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

二

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

三

児
童
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

四

児
童
厚
生
施
設
及
び
そ
の
職
員
を
養
成
す
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

（
新
設
）

る
こ
と
。

五

児
童
厚
生
施
設
の
職
員
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

六

こ
ど
も
の
国
協
会
の
解
散
及
び
事
業
の
承
継
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五

（
新
設
）



- 9 -

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
に
関
す
る
こ
と

。
七

児
童
福
祉
に
関
す
る
思
想
の
普
及
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

八

児
童
の
福
祉
の
た
め
の
文
化
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

３

少
子
化
総
合
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

３

少
子
化
対
策
企
画
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
自
立
支
援
振
興
室
及
び
施
設
管
理
室
並
び
に
特
別
自
立
支
援
指
導
官
、
障
害
福

（
自
立
支
援
振
興
室
及
び
施
設
管
理
室
並
び
に
特
別
自
立
支
援
指
導
官
、
障
害
福

祉
監
査
官
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
業
務
監
視
専
門
官
及
び
精
神
保
健
福
祉
監
査
官

祉
監
査
官
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
業
務
監
視
専
門
官
及
び
精
神
保
健
福
祉
監
査
官

）

）

第
六
十
四
条

（
略
）

第
六
十
四
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
業
務
監
視
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務

８

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
業
務
監
視
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
行
う
。

を
行
う
。

一

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
監
督
に
関
す

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
業
務

る
こ
と
。

管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

（
認
知
症
施
策
推
進
室
及
び
介
護
保
険
指
導
室
）

（
介
護
保
険
指
導
室
）

第
六
十
六
条

総
務
課
に
、
認
知
症
施
策
推
進
室
及
び
介
護
保
険
指
導
室
を
置
く
。

第
六
十
六
条

総
務
課
に
、
介
護
保
険
指
導
室
を
置
く
。

２

認
知
症
施
策
推
進
室
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

（
新
設
）

五
条
の
二
に
規
定
す
る
認
知
症
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に

関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

認
知
症
施
策
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
新
設
）
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４

介
護
保
険
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

介
護
保
険
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
書
類
等

三

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び

の
提
示
等
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
書
類
等
の
提
示
等
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

５
・
６

（
略
）

３
・
４

（
略
）

７

特
別
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

５

特
別
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
、
第
六
号
（
介
護
保
険
法
第
百
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
等
（

ま
で
、
第
六
号
（
介
護
保
険
法
第
百
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
等
（

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
及
び

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
及
び

第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

８

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
監
視
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ

６

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
監
視
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ

る
事
務
を
行
う
。

る
事
務
を
行
う
。

（
認
知
症
・
虐
待
防
止
対
策
推
進
室
）

（
削
る
）

第
六
十
六
条
の
二

高
齢
者
支
援
課
に
、
認
知
症
・
虐
待
防
止
対
策
推
進
室
を
置
く

。
２

認
知
症
・
虐
待
防
止
対
策
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

認
知
症
に
関
す
る
対
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、

高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
及
び
養
護
者
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る

こ
と
。

３

認
知
症
・
虐
待
防
止
対
策
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
輸
入
食
品
監
督
官
）
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第
八
十
二
条
の
二

横
浜
検
疫
所
の
食
品
監
視
課
に
、
輸
入
食
品
監
督
官
一
人
を
置

（
新
設
）

く
。

２

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
販
売
の
用
に
供
し
、
又
は
営
業
上
使
用

す
る
食
品
等
の
輸
入
を
行
う
食
品
等
事
業
者
に
対
す
る
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行

う
。

（
輸
入
食
品
監
督
官
）

第
九
十
二
条
の
二

神
戸
検
疫
所
の
食
品
監
視
課
に
、
輸
入
食
品
監
督
官
一
人
を
置

（
新
設
）

く
。

２

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
八
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

事
務
を
行
う
。

（
輸
入
食
品
監
督
官
）

（
輸
入
食
品
監
督
官
）

第
百
二
条
の
二

（
略
）

第
百
二
条
の
二

（
略
）

２

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
八
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

２

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
販
売
の
用
に
供
し
、
又
は
営
業
上
使
用

事
務
を
行
う
。

す
る
食
品
等
の
輸
入
を
行
う
食
品
等
事
業
者
に
対
す
る
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行

う
。

（
輸
入
食
品
監
督
官
）

第
百
八
条
の
三

（
略
）

第
百
八
条
の
三

（
略
）

２

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
八
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

２

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
百
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
事

事
務
を
行
う
。

務
を
行
う
。

（
輸
入
食
品
監
督
官
）

（
輸
入
食
品
監
督
官
）

第
百
十
三
条
の
二

大
阪
検
疫
所
、
名
古
屋
検
疫
所
及
び
福
岡
検
疫
所
の
食
品
監
視

第
百
十
三
条
の
二

大
阪
検
疫
所
の
食
品
監
視
課
に
、
輸
入
食
品
監
督
官
一
人
を
置
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課
に
、
輸
入
食
品
監
督
官
一
人
を
置
く
。

く
。

２

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
八
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

２

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
百
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
事

事
務
を
行
う
。

務
を
行
う
。

（
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
所
掌
事
務
）

（
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
所
掌
事
務
）

第
六
百
六
十
四
条

国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

第
六
百
六
十
四
条

国
立
知
的
障
害
児
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

さ
ど
る
。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
病
院
に
置
く
部
等
）

（
病
院
に
置
く
部
等
）

第
六
百
七
十
五
条

病
院
に
、
次
の
五
部
、
薬
剤
科
、
看
護
部
及
び
障
害
者
健
康
増

第
六
百
七
十
五
条

病
院
に
、
次
の
五
部
、
薬
剤
科
、
看
護
部
及
び
障
害
者
健
康
増

進
・
運
動
医
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

進
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

第
一
診
療
部

第
一
診
療
部

第
二
診
療
部

第
二
診
療
部

第
三
診
療
部

第
三
診
療
部

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部

臨
床
研
究
開
発
部

臨
床
研
究
開
発
部

（
障
害
者
健
康
増
進
・
運
動
医
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

（
障
害
者
健
康
増
進
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

第
六
百
八
十
二
条

障
害
者
健
康
増
進･

運
動
医
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
病
院
の

第
六
百
八
十
二
条

障
害
者
健
康
増
進
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
病
院

所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
障
害
者
の
健
康
の
増
進
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
並
び
に
体

力
の
保
持
及
び
増
進
並
び
に
総
合
的
な
健
診
に
関
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

障
害
者
の
健
康
の
増
進
を
目
的
と
し
て
総
合
的
な
健
診
及
び
生
活
習
慣
病
の

（
新
設
）

予
防
を
行
う
こ
と
。

二

障
害
者
の
身
体
機
能
の
向
上
を
目
的
と
し
て
運
動
医
科
学
の
知
見
か
ら
支
援

（
新
設
）
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を
行
う
こ
と
。


